
（別記様式１）

回 答 書
件 名 久御山町立みまきこども園分園解体等工事

回 答 日 令和４年５月24日

回 答 者 久御山町教育委員会 学校教育課長

久 御 山 町 №１

番号 質問事項 回 答

１

（監視カメラについて）

既設カメラ、撤去再取付とあります

が、どこに、どの様に撤去すればよい

か教えて下さい。

現場より東約 200 ㍍先の「みまきこど

も園」の園庭に取付けてください。【設

計図面 E02 注記２を参照】

２

（監視カメラについて）

モニター装置、撤去再取付とあります

が、どこにモニター装置を設置すれば

良いか教えて下さい。

モニター装置の撤去再取付けはなしと

します。

３

（家屋調査内容について）

事前と事後の２回必要でしょうか。

内装とレベル測定も含むのでしょう

か。

解体着工前、解体完了後２回必要です。

内装及びレベル測定必要です。

４

（アスベスト調査について）

アスベスト調査の 10 箇所の内訳を

ご指示下さい。また吹付材、コーキン

グ材のアスベスト含有検査は不要で

しょうか。

天井材ケイカル板ｔ6－８箇所

保育室棟軒天井材、フレキシブルボー

ドｔ4 －1箇所

屋外灯油倉庫屋根材スレート—1 箇所

吹付材・コーキング材は含有検査必要

（別紙アスベスト資料参照）

５

（図面記載について）

E－02、E－04 で PCB を含む器具撤去

は設計変更の対象でしょうか、撤去

を含む場合は台数をご指示下さい。

特記仕様書－4⑤、特別産業廃棄物等の

処理等により調査を行う。撤去・台数

については、調査結果により撤去につ

いては設計変更の対象とする。



（別記様式１）

回 答 書
件 名 久御山町立みまきこども園分園解体等工事

回 答 日 令和４年５月24日

回 答 者 久御山町教育委員会 学校教育課長

久 御 山 町 №2

先般回答しました質問事項６について、分かりにくい表現がありましたの

で、下記７にて訂正して回答します。

番号 質問事項 回 答

6

全ての処分費、積算場所の名前を

教えて下さい。

積算上の処理施設については、指定す

るものではありませんので、受注者に

より、適宜、選定してください。

番号 質問事項 回 答

７

全ての処分費、積算場所の名前を

教えて下さい。

「現場説明書」５ページに記載の「４.

数量書について」及び 12 ページに記載

の「14. 建設副産物の取扱い ４）指

定副産物の処分地（再生資源化施設等）

について」を参照していただき、貴社

にて積算願います。


